
重要事項説明書  

１  事 業 者 の 概 要  

事 業 者 名 （ 法 人 名 ）  社 会 福 祉 法 人  姫 路 市 社 会 福 祉 協 議 会  

法 人 代 表 者 名  理 事 長  竹 田  佑 一  

法 人 所 在 地  兵 庫 県 姫 路 市 安 田 三 丁 目 １ 番 地  

電 話 番 号  ０ ７ ９ － ２ ２ ２ － ４ ２ １ ２  

２  事 業 所 の 概 要  

事 業 所 名  姫 路 市 社 会 福 祉 協 議 会 す こ や か 介 護 支 援 セ ン タ ー  

所 在 地  兵 庫 県 姫 路 市 栗 山 町 １ ５ １ － ２  栗 山 別 館  ３ 階  

電 話 番 号  ０ ７ ９ － ２ ２ ４ － ３ ３ ２ ２  

介 護 保 険 事 業 所 番 号  ２ ８ ７ ４ ０ ０ ０ ０ ２ ５  

管 理 者  主 任 介 護 支 援 専 門 員  廣 野  典 子  

連 絡 先  ０ ７ ９ － ２ ２ ４ － ３ ３ ２ ２  

サ ー ビ ス 提 供 地 域  姫 路 市 域 内 （ 家 島 町 を 除 く ）  

３  事 業 所 の 職 員 体 制 等  

職 種  職 務 内 容  人 員  

管 理 者 （ 他 職 種 と 兼 務 ）  管 理 業 務  １ 名  

主 任 介 護 支 援 専 門 員  介 護 支 援 専 門 員 へ の 指 導 ・ 助 言 、

介 護 予 防 支 援 及 び 介 護 予 防 ケ ア マ

ネ ジ メ ン ト の 提 供 等  

１ 名 以 上  

介 護 支 援 専 門 員  介 護 予 防 支 援 及 び 介 護 予 防 ケ ア マ

ネ ジ メ ン ト の 提 供  

１ 名 以 上  

４  サ ー ビ ス 提 供 時 間  

区 分  平 日  休 日  

提 供 時 間  午 前 ８ 時 ３ ５ 分 ～ 午 後 ５ 時 ２ ０ 分  土 曜 日 ・ 日 曜 日 ・ 祝 日  

  ※ 年 末 年 始 （ 12 /29～ 1/3） は 「 休 日 」 扱 い と な り ま す 。  

５  利 用 者 負 担 金  

  介 護 予 防 支 援 及 び 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト （ 以 下 、 「 介 護 予 防 支 援 等 」

と い う 。 ） に つ い て は 、 原 則 と し て 利 用 者 の 負 担 は あ り ま せ ん 。 た だ し 、 介 護

予 防 支 援 は 、 保 険 料 の 滞 納 等 が あ る 場 合 に は 、 償 還 払 い に な る 場 合 が あ り ま す 。  



６  サ ー ビ ス 提 供 の 手 順  

 ⑴  利 用 者 か ら の 申 込 み  

 ⑵  契 約 等 手 続  

 ⑶  ア セ ス メ ン ト の 実 施  

   利 用 者 の 自 宅 を 訪 問 し 、 利 用 者 及 び そ の 家 族 と 面 接 し ま す 。  

 ⑷  介 護 予 防 プ ラ ン 原 案 の 作 成  

   ア セ ス メ ン ト 結 果 等 を 基 に 、 ど の よ う な 支 援 が 必 要 か を 利 用 者 等 と 調 整

し 、 利 用 者 と 合 意 し た 結 果 に 基 づ き 介 護 予 防 プ ラ ン 原 案 を 作 成 し ま す 。  

 ⑸  サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 の 開 催 等  

   介 護 予 防 プ ラ ン 原 案 の 内 容 に つ い て 、 サ ー ビ ス 事 業 者 等 の 担 当 者 か ら 専

門 的 な 意 見 を 聴 取 し ま す 。 （ 「 介 護 予 防 支 援 及 び 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン

ト 経 過 記 録 」 の 作 成 。 ）  

 ⑹  介 護 予 防 プ ラ ン 原 案 の 説 明 、 同 意 、 交 付  

   介 護 予 防 プ ラ ン 原 案 の 内 容 を 利 用 者 又 は 家 族 に 説 明 し 、 同 意 を 得 て 交 付

し ま す 。  

 ⑺  サ ー ビ ス の 提 供  

   サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 対 し 、 介 護 予 防 プ ラ ン に 基 づ き 適 切 に サ ー ビ ス が 提

供 さ れ る よ う 連 絡 調 整 等 を 行 い ま す 。  

 ⑻  モ ニ タ リ ン グ  

  ①  ３ 月 に １ 回 及 び 利 用 者 の 状 況 に 著 し い 変 化 が あ っ た と き は 、 利 用 者 宅

を 訪 問 し 面 接 し ま す 。  

  ②  訪 問 し な い 月 に あ っ て は 、 電 話 等 に よ り 利 用 者 と の 連 絡 を 実 施 し ま す 。  

  ③  少 な く と も １ 月 に １ 回 、 モ ニ タ リ ン グ の 結 果 を 記 録 し ま す 。  

 ⑼  評 価  

   介 護 予 防 プ ラ ン に 位 置 付 け た 期 間 が 終 了 す る と き は 、 当 該 計 画 の 目 標 の

達 成 状 況 に つ い て 評 価 を 行 い ま す 。  

７  緊 急 時 の 対 応  

  サ ー ビ ス 提 供 に あ た り 事 故 、 体 調 の 急 変 等 が 生 じ た 場 合 は 、 事 前 の 打 合 せ

に 基 づ き 、 家 族 、 主 治 医 、 救 急 機 関 等 に 連 絡 し ま す 。  

８  相 談 窓 口 、 苦 情 対 応  

  サ ー ビ ス に 関 す る 相 談 や 苦 情 に つ い て は 、 次 の 窓 口 に ご 連 絡 願 い ま す 。  

【 す こ や か 介 護 支 援 セ ン タ ー 支 援 セ ン タ ー 】  



相 談 窓 口  

電 話 番 号  ０ ７ ９ － ２ ２ ４ － ３ ３ ２ ２  

相 談 員 （ 責 任 者 ）  苦 情 受 付 担 当 者  島 田  慎 也  

受 付 時 間  平 日 午 前 ８ 時 ３ ５ 分 ～ 午 後 ５ 時 ２ ０ 分  

【 公 的 機 関 】  

姫 路 市 地 域 包 括 支 援 課  

所 在 地   姫 路 市 安 田 三 丁 目 １ 番 地  

     姫 路 市 総 合 福 祉 会 館 ２ 階  

電 話 番 号  ０ ７ ９ － ２ ２ １ － ２ ４ ５ １  

対 応 時 間  平 日 ８ 時 ３ ５ 分 ～ １ ７ 時 ２ ０ 分  

兵 庫 県 国 民 健 康 保 険 団 体

連 合 会 （ 国 保 連 ）  

所 在 地   神 戸 市 中 央 区 三 宮 町 １ 丁 目 ９ 番 １ －

１ ８ ０ １ 号  

電 話 番 号  ０ ７ ８ － ３ ３ ２ － ５ ６ １ ７  

利 用 時 間  平 日 ９ 時 ～ １ ７ 時 １ ５ 分  

(※ 国 保 連 は 、 介 護 予 防 支 援 又 は 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 関 す る 苦 情 の み の 対 応 と

な り ま す 。 )  

９  虐 待 の 防 止  

事 業 者 は 、 利 用 者 等 の 人 権 の 擁 護 ・ 虐 待 の 防 止 の た め に 、 次 の よ う に 取 り

組 み ま す 。  

⑴  虐 待 防 止 に 関 す る 担 当 者 を 置 い て 、 対 応 し ま す 。  

⑵  研 修 等 を 通 じ て 、 従 業 者 の 人 権 意 識 の 向 上 や 知 識 ・ 技 術 の 向 上 に 努 め ま

す 。  

⑶  利 用 者 等 に 対 す る 高 齢 者 虐 待 に 相 当 す る 行 為 や そ の 恐 れ の あ る 状 態 を 知

っ た 場 合 に は 、 関 係 機 関 と 連 携 し 、 そ の 解 決 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ ま

す 。  

⑷  従 業 者 が 支 援 に あ た っ て の 悩 み や 苦 労 を 相 談 で き る 体 制 を 整 え る ほ か 、

虐 待 の 再 発 防 止 の た め の 環 境 整 備 に 努 め ま す 。  

１ ０  サ ー ビ ス 利 用 に 当 た っ て の 禁 止 事 項  

  事 業 者 は 、 職 場 に お い て も ハ ラ ス メ ン ト 防 止 に 取 り 組 み 、 職 員 が 働 き や す

い 環 境 づ く り を 目 指 し て い ま す 。 ハ ラ ス メ ン ト 行 為 な ど に よ り 、 健 全 な 信 頼

関 係 を 築 く こ と が 出 来 な い と 判 断 し た 場 合 は 、 サ ー ビ ス 中 止 や 契 約 を 解 除 す

る こ と が あ り ま す 。  

つ き ま し て は 、 サ ー ビ ス 利 用 に 当 た り 、 次 の こ と を 禁 止 事 項 と し ま す 。  



⑴  事 業 者 の 職 員 に 対 し て 行 う 暴 言 ・ 暴 力 、 嫌 が ら せ 、 誹 謗 中 傷 な ど の 迷 惑

行 為  

⑵  カ ス タ マ ー ハ ラ ス メ ン ト 、 パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト 、 セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン

ト な ど の 行 為  

⑶  サ ー ビ ス 利 用 中 に 職 員 の 写 真 や 動 画 撮 影 、 録 画 等 を 無 断 で SNS 等 に 掲 載

す る こ と 。  

１ １  入 院 時 の 情 報 提 供  

  利 用 者 が 入 院 さ れ る 時 は 、 利 用 者 又 は 御 家 族 か ら 入 院 さ れ る 病 院 又 は 診 療

所 に 対 し 、 当 事 業 所 の 担 当 職 員 の 氏 名 及 び 連 絡 先 を お 伝 え い た だ く よ う 、 御

協 力 を お 願 い し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


